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DSG加入の事前現地確認の書面化

今後DSGの加入希望企業に対する現地確認のうち、「事前現地確認」は、防衛省
が訪問しての確認作業から、企業側でのチェックリストによる自己点検及び証跡等を
防衛省に提出する作業に変更となります。

加入申請書の提出

事前現地確認

回線敷設のための
現地調査、敷設工事

通信ルータの設置

利用端末セットアップ
DSGへの接続確認

最終現地確認

事前現地確認のマニュアル及びチェックリストを受領し、内容を
確認する

企業側で事前現地確認の自己点検を実施し、点検結果を
情報システム管理室へ送付する
必要となる資料等
• チェックリスト
• 加入申請書／レイアウト図
• 情報セキュリティ基本方針、規則、実施手順及び様式等の証
跡

現地確認結果通知書を受領し、内容を確認する

【不備等があった場合】
改善が必要と判断される場合、保護システム管理者は、指摘を踏まえ、
必要な改善措置を講じるものとする。

①事前準備

②事前現地確認実施

③結果通知

DSG加入の流れ



各お知らせに関する詳細

お問い合わせ先
防衛装備庁 情報システム管理室：dsg-atla@atla.mod.go.jp

詳しい情報は、運用開始の際に提供されるドキュメント類をご参照ください。


